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 は  じ  め  に   
  

  

本事業は、独立行政法人日本スポーツ振興センター競技力向上事業助成金交付要綱及び競技

力向上事業補助金交付要綱に基づき行われます。  

この財源は、独立行政法人日本スポーツ振興センター運営費交付金であり、公益財団法人日

本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会（ＪＰＣ）から、加盟競技団体が行う競技力向上事

業に対する補助金として交付されます。そのため、交付の対象となる事業や対象者、対象経費に

は制限があり、また、さまざまな手続きが必要となります。  

  

この「事務の手引き」は、ＪＰＣ加盟競技団体の強化事業担当者（強化スタッフや事務担当者）向

けに、本事業を実施する上での事務手続きについて重要な事柄をまとめています。  

  

この手引きをよくお読みいただき、必要な手続きを適切に行い、事業を実施してください。必

要な手続きや記載事項が守られない場合は、補助金の交付を取り止める、一旦交付した補助金

を返還していただく或いは次年度の強化費配分額を減額することがありますので、十分ご注意

ください。  

  

なお、各種手続きや事業の実施に当たってご不明な点がありましたら、できるだけ早い段階

でお問合せくださいますようお願いいたします。  

   

個人情報の取扱い  

JPC へご提出いただいた事業に係る資料やデータ等は、この事業における業務及びこれに附

帯する業務並びに下記の業務の実施に必要な範囲内で適正に利用させていただきます。  

・ 当協会や JPC が行う事業の募集案内、広報、セミナー等の情報、事後報告書、自己評価書、フォロ

ーアップ調査票及びアンケート調査票等の送付  

・ 国や公的機関等からの照会、広報誌、事後評価報告書等及びホームページ上での公表  

・ 当協会や JPC が行う各種事業における調査・分析、助成事業及びサービスに関する研究・開発等  
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 競技力向上事業   
（１）選手強化事業（選手強化活動事業・コーチ力強化事業・次世代アスリート

育成強化事業・感染症対策事業・新しい生活様式での選手強化活動事業）（２）

加盟競技団体選手強化体制整備事業  

 補助金交付要綱   

１ 目  的  日本パラリンピック委員会（ＪＰＣ）加盟競技団体が強化戦略プラン等に基づき、計画的

かつ継続的に行う選手強化等の事業に対して補助を行うことにより、国際競技力の向上を図る

ことを目的とします。  

２ 事 業 者 公益財団法人日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会  

３ 期  間 令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日の間に実施する事業  

４ 対象団体 ＪＰＣ加盟競技団体  

５ 対象事業 （１）選手強化事業  

 ①選手強化活動事業（下記ア～ウを組合せて１つの事業とすることも可能）   

ア 日本国内外における選手強化合宿  

イ 日本国外で開催される対抗試合（公式戦に限る）への日本チームの派遣  

ウ 日本国内で開催される対抗試合（公式戦に限る）への諸外国チームの招待  

 ②コーチ力強化事業  

ア 日本国外の優秀なコーチの招聘  

イ 日本国内外へのコーチの派遣（国内派遣に当たっては、国際競技大会及び国際会

議に限る。）  

 ③次世代アスリート育成強化事業（下記ア～ウを組合せて１つの事業とすることも可能）   ア 

日本国内外における選手強化合宿  

イ 日本国外で開催される対抗試合（公式戦に限る）への日本チームの派遣  

ウ 日本国内で開催される対抗試合（公式戦に限る）への諸外国チームの招待  

 ④感染症対策事業  

 ⑤新しい生活様式での選手強化活動事業  

（２）加盟競技団体選手強化体制整備事業  

  ア 強化活動に係る強化委員会等の会議の開催   イ 

強化活動に係る競技大会の視察  

  ウ その他強化体制の整備を図るための事業  

６ 対 象 者 JPC 加盟競技団体の強化指定選手・強化スタッフおよび支援スタッフ、外部講師等  
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※次世代アスリート育成強化事業は別に定める。  

７ 対象経費 諸謝金、旅費、渡航費、滞在費、借料及び損料、印刷製本費、スポーツ用具費、  

通信運搬費、雑役務費、保険料、その他事業を行うために直接必要な経費  

※事業によって、対象経費とならないものがありますのでご注意ください。  

８ 申請方法 所定の申請書に必要事項を記入し、下記宛に送付してください。  

※申請書はデータを提出してください。  

9 申請期限 後日、申請用紙とともにご連絡します。  

10 決定通知 ＪＰＣにて提出書類を審査の上、審査結果を申請団体へ通知します。  

11 遵守事項 （１）本事業に係る補助金の交付は、独立行政法人日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）競技

力向上事業助成金交付要綱に基づき実施します。事業の実施にあたっては、  

当該要綱を遵守してください。  

（２）本事業の対象団体（間接助成団体（JPC 加盟団体））は、下記に定める事項に基

づき事業を行い、補助に必要な各種事務手続きを行ってください。なお、事業内容

が確認できない場合や各種事務手続きに必要な書類が期日までに整わない場合、

遵守事項が守られない場合等は、対象事業、対象経費とすることができな 

いので十分注意してください。（概算払いで交付済みの場合は、返金いただく場合

があります）  

①対象となる事業や経費及び各種手続きの詳細等については、「JPC 事務の手引

き」及び JSC「会計処理の手引き（令和 4 年度用）」によるものとします。また、 

JSC「助成金を受ける団体の心得」記載事項を遵守してください。  

②各競技団体が実施する事業に対する補助金交付上限額は、令和 4 年度の算定

基準に基づき算出された額とします。  

③特別な事情がない限り、事業実施 1 ヶ月以内に事業報告書を作成し、関係書類

とともに下記宛に提出してください。  

④申請事業の変更を確認するため、ＪＰＣより必要に応じて「計画変更申請書」の提

出を依頼します。  

⑤ＪＰＣは、競技団体が実施する事業及び関係書類を調査、指導することがありま

す。また、事業の進捗状況等について確認することがあります。  
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⑥各種事務手続き関係書類及び申請事業の実施において、事実に反することや不

適切な手続きが認められた場合は、当該団体に対する補助事業は取り止めるこ

ととなります。  

⑦本事業に係る関係書類一式は、当該年度の翌年度から５か年度、紙媒体で保存

してください。  

12 お問合せ 〒103-0014  東京都中央区日本橋蛎殻町 2-13-6-3F  公

益財団法人日本パラスポーツ協会 強化部強化支援課電 話 

03-5939-7021  FAX 03-5641-1213    

E メール kyokasien@parasports.or.jp  

1.事業の概要  
  

（１） 事業の目的  

 本事業は、日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会加盟競技団体が、強化戦略プラン

等に基づき、計画的かつ継続的に行う選手強化等の事業に対して補助を行うことにより、国際

競技力の向上を図ることを目的としています。  

  

（２） 補助対象となる事業  

◆対象となる事業は、次に掲げる事業となります。  

事   業  概   要  

Ⅰ. 選手強化事業  

 

１．選手強化活動事業  

助成事業の内容：国内外合宿、チーム派遣、チーム招待  

ＪＰＣ加盟競技団体が行う計画的かつ継続的な選手強化事業（国内

若しくは国外における強化合宿、国外で開催される対抗試合への

チームの派遣又は国内で開催される対抗試合への海外チームの招

待）に対して補助を行う事業及び選手強化活動拠点を確保する事

業  

２．コーチ力強化事業  

助成事業の内容：海外コーチ設置、コーチ派遣  

ＪＰＣ加盟競技団体が行う強化選手及び強化スタッフの能力向上を

目的とした海外の優秀なコーチの招聘又は一層の資質の向上と競

技現場における情報の収集・分析を目的としたコーチの派遣（国内

派遣に当たっては、国際競技大会及び国際会議に限る。）に対して

補助を行う事業  

３．次世代アスリート育

成強化事業  

助成事業の内容：国内外合宿、チーム派遣、チーム招待  
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ＪＰＣ加盟競技団体が自ら作成する次世代アスリート育成・強化戦

略に基づき、計画的かつ継続的に行う次世代アスリートの育成・強

化事業（国内若しくは国外における強化合宿、国外で開催される対

抗試合へのチームの派遣又は国内で開催される対抗試合への海外

チームの招待）に対して補助を行う事業及び選手強化活動拠点を

確保する事業  

４．感染症対策事業  

助成事業の内容：感染症対策の徹底  

ＪＰＣ加盟競技団体が行う計画的かつ継続的な選手強化等の事業

に際して、感染症対策の徹底を図るための事業に対して補助を行

う事業  

５．新しい生活様式での

選手強化活動事業  

助成事業の内容：国内外合宿、チーム派遣、チーム招待  

ＪＰＣ加盟競技団体が行う計画的かつ継続的な選手強化等の事業

に際して、リモートでの指導・トレーニング等「新しい生活様式」での

選手強化活動を行うための事業に対して補助を行う事業  

Ⅱ.加盟競技団体選手強化体制整備事業  

 

１．加盟競技団体選手強

化体制整備事業  

ＪＰＣ加盟競技団体における国際競技力の向上のための組織基盤

強化事業  

（３） 事業の流れ  
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2．事業の説明と取り決め事項  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

4
 月   

～ 5 月   
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Ⅰ．選手強化事業  
  

１．選手強化活動事業  

  
（１） 対象事業  

  対象となる事業は、競技団体が行う計画的かつ継続的な選手強化事業で、次に掲げる事業とします。  

  ①日本国内における選手強化合宿  

  ②日本国外における選手強化合宿  

  ③日本国外で開催される対抗試合（公式戦に限る。以下同じ）への日本チームの派遣  

  ④日本国内で開催される対抗試合への諸外国チームの招待（大会も可）  

    ※①から④を組み合わせて１つの事業とすることも可能です。  

    （例）〇〇国際大会チーム派遣及び事前国外強化合宿  

  

※「補助事業完了報告精算額調書等」作成時の「助成事業の内容」について   国内合

宿  

・強化活動の一環として実施する国内における大会への参加は【国内合宿】  

・国内で開催される練習試合（非公式戦）は【国内合宿】  

・年間の NTC 利用料は【国内合宿】で一事業として計上してください。（パラ団体のみ）  

・ジャパンパラ競技大会が強化指定選手選考会の場合は【国内合宿】  

  

海外合宿  

・国外における選手強化合宿は【海外合宿】  

  

チーム派遣  

・国外における大会への派遣は【チーム派遣】（国外の世界選手権はチーム派遣）  

  

チーム招待  

・国内で開催される国際大会やパラリンピック・デフリンピック出場権獲得を目指す予選会、世界選

手権・ワールドカップ・アジアカップ等に係る日本選手団の派遣は【チーム招待】  

・国内で開催される対抗試合（公式戦に限る）や大会に、海外チームを招待する場合は、 

【チーム招待】  

・ジャパンパラ競技大会への選手派遣（海外チーム・国内チーム含む）は【チーム招待】  

  ※JPSA 主催のジャパンパラ大会事業については、報告する内容により事業の内容が異なる場

合がありますので、ご不明点は JPC までお問い合わせください。  

  

【事業名における留意点】  

※事業名について、事業内容が分かるように名称化し、事業名の後ろには、実施初日を(  ) 

書きで記入ください。また、類似した事業名は避けるようにしてください。  
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 〇 第１回強化合宿（０５２４）   ←    × 練習会   

 〇 第１回強化会議（０７０１）  ←    × 第１回打ち合わせ  

〇 事務所賃料４～９月分  ←    × 体制整備事業〇 

20XX 年世界選手権（視察）  ←    × 大会視察  

 〇 集中プログラム（１１０５）  ←    × 集中プログラム、集中教育プログラム  

（２） 事業の対象者  

事業の対象者は、競技団体が JPC へ提出した加盟申請書に記載された強化指定選手、強化スタッ

フ及び支援スタッフ（伴走者や競技アシスタント、介助者等、選手が強化活動を行う上で必要不可欠な

スタッフ）とします。強化活動に関わらない競技団体役員や事務局員等は対 

象とはなりません。※指定された選手やスタッフに対し「誓約書」の提出を求める場合があります。  

  

  

  

（３） 対象経費  

１） 事業の対象となる経費は、当該事業にかかる諸謝金、旅費、借料及び損料、印刷製本費、

スポーツ用具費、通信運搬費、渡航費、滞在費、雑役務費、保険料その他事業を行うために直接必要

な経費とします。  

栄養管理に基づいた食事の提供である場合は、食費も対象経費とすることができます。  

（実施報告時に取引先に依頼した栄養管理に関する内容を記載した書類が必要になります）   

  

  

なお、宿泊先から提供される食事代（朝食・昼食・夕食）が宿泊料金に含まれる場合は、宿泊費とし

て対象経費とすることができます。  

※合宿や遠征の拠点である宿泊先にて提供される昼食（仕出し弁当等は除く。）であれば、上限額

を超えない範囲で対象経費（宿泊費）として審査します。  

  

  

また、国外において現地通貨で支払いを行う場合は、必要最小限度にとどめ、外国送金を原則とし

ます。  

  

  

  

２） １）にかかわらず、次に掲げる経費は対象経費となりません。  

①栄養管理プログラムの実施において、栄養管理に基づいた食事の提供が、書面で確認できない

場合の栄養管理に要する経費  

②団体の構成員のみで行う準備等会議や事前打ち合わせの開催にかかる経費   

→強化会議は『体制整備事業』の対象事業となりますが、準備等のための会議、事前打ち合わせや専門

家・関係者等を形式的に訪問した場合の謝礼は対象となりません。  

   ③団体の構成員（団体の構成員の家族含む）が所有する施設の使用料  

   ④対象事業に特定した収入（寄附金、参加者負担金、IF や大会組織委員会からの補助金等）のうち、

渡航費、滞在費等の使途が指定・限定された収入額相当額の当該経費  
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     例）国際大会等に出場する際、大会主催者や IF から宿泊費や渡航費のサポートとして補助金が支給される場合や

参加者負担金や地方自治体からの交付金使途が明確な補助金を受ける場合、団体が支出する該当経費のう

ち、使途が特定・限定された収入は対象外経費として計上してください。  

   ⑤合宿や大会における強化活動に関わらない競技団体役員の移動等に関する経費  

  

  

  

３） 各経費の基準（上限）額は、「対象経費の基準（上限）額等」に記載しています。  

  

  

  

（４） 事業の確認と指導・調査  

   JPC は、競技団体が補助金の適正な執行が可能な事務処理体制を有しているかについて確認する

とともに、申請事業の実施内容等について、実地調査を含めた指導を行います。  

  

  

  

２．コーチ力強化事業  

  
（１） 対象事業  

  対象となる事業は、競技団体が行う強化選手及び強化スタッフの能力向上を目的とした事業で、次に

掲げる内容の事業とします。  

①日本国外の優秀なコーチの招聘 （コーチの国籍は問いません。また国外に在住している優

秀な日本人コーチも対象となります）  

②日本国内外へのコーチの派遣  （国内派遣に当たっては、国際競技大会及び国際会議に限る。）  

  

（２） 事業の対象者  

事業の対象者は、競技団体が認めた国外の優秀コーチ及び競技団体が JPC へ提出した加盟申請

書に記載された強化スタッフとします。強化活動に関わらない競技団体役員や事務局員等は対象とは

なりません。  

  

（３） 対象経費  

１） 事業の対象となる経費は、当該事業にかかる諸謝金、旅費、借料及び損料、通信運搬費、渡航費、

滞在費、雑役務費、保険料その他事業を行うために直接必要な経費とします。  

２） １）にかかわらず、次に掲げる経費は対象経費となりません。  

   ①上記（１）②の事業における諸謝金  

    ※コーチの資質向上を目的に競技団体が派遣する事業のため、この事業でのコーチへの諸謝金は対

象外となります。  

３） 各経費の基準（上限）額は、「対象経費の基準（上限）額等」に記載しています。  

  

（４） 事業の確認と指導・調査  

   JPC は、競技団体が補助金の適正な執行が可能な事務処理体制を有しているかについて確認する

とともに、申請事業の実施内容等について、実地調査を含めた指導を行います。  
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３．次世代アスリート育成強化事業（パラリンピック実施競技団体のみ対象）  

  

（１） 対象事業  

対象となる事業は、パラリンピック競技大会の実施競技を有するＪＰＣ加盟競技団体が自ら作成する

次世代アスリート育成・強化戦略に基づき、計画的かつ継続的に行う次世代アスリートの育成・強化事

業で、次に掲げる事業とします。  

（ア） 日本国内における選手強化合宿  

（イ） 日本国外における選手強化合宿  

（ウ） 日本国外で開催される対抗試合（公式戦に限る。以下同じ）への日本チームの派遣  

（エ） 日本国内で開催される対抗試合への諸外国チームの招待  

※ （ア）から（エ）までを組み合わせて１つの事業とすることも可能です。  

（例）○○国際大会チーム派遣及び事前国外強化合宿  

  ※次世代アスリートのメディカルチェックは、①強化合宿の一貫として次世代アスリート育成強化事業

にて報告いただく、もしくは②その他の強化指定選手を対象とする体制整備 

事業で対象となります。  

  

（２） 事業の対象者  

事業の対象者は、競技団体が JPC へ提出した申請書に記載された次世代アスリート、強化スタッフ

及び支援スタッフ（伴走者や競技アシスタント、介助者等選手が強化活動を行う上で必要不可欠なスタ

ッフ）とします。強化活動に関わらない競技団体役員や事務局員等は対象とはなりません。  

（３） 対象経費  

１） 事業の対象となる経費は、当該事業にかかる諸謝金、旅費、借料及び損料、印刷製本費、スポー

ツ用具費、通信運搬費、渡航費、滞在費、雑役務費、保険料その他事業を行うために直接必要な

経費とします。  

２） １）にかかわらず、次に掲げる経費は対象経費となりません。  

   ①栄養管理プログラムの実施において、栄養管理に基づいた食事の提供が書面で確認できない場合

の栄養管理に要する経費  

   ②団体の構成員のみで行う準備等会議の開催にかかる経費   

→強化会議は『体制整備事業』の対象事業となります。  

   ③団体の構成員（団体の構成員の家族含む）が所有する施設の使用料  

   ④対象事業に特定した収入（寄附金、参加者負担金、IF や大会組織委員会からの補助金等）のうち、

渡航費、滞在費等の使途が指定・限定された収入額相当額の当該経費  

   ⑤合宿や大会における強化活動に関わらない競技団体役員の移動等に関する経費  

３） 各経費の基準（上限）額は、「対象経費の基準（上限）額等」に記載しています。  

  

  

（４） 事業の確認と指導・調査  

   JPC は、競技団体が補助金の適正な執行が可能な事務処理体制を有しているかについて確認する

とともに、申請事業の実施内容等について、実地調査を含めた指導を行います。  
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４．感染症対策事業  
  

（１） 対象事業  

対象となる事業は、ＪＰＣ加盟競技団体が行う計画的かつ継続的な選手強化等の事業に際して、感

染症対策の徹底を図るための事業に対して補助を行う事業とします。  

（例）選手強化等の事業実施に必要なＰＣＲ検査又は抗原定量検査及び陰性証明書の発行  

（例）選手強化等の事業に際して感染症予防対策のためのメディカルスタッフ（ドクター・看護師等）

の帯同  

（例）選手強化等の事業実施に必要な衛生用品の購入（マスク、フェイスシールド、防護服、消毒用ア

ルコール、サーモメータ―、ペーパータオル、緊急用医薬品等）  

  

上記に関わらず、次に掲げる事業は助成の対象となりません。  

①選手強化等に関係しない感染症対策事業  

②競技会（公式戦）開催のための感染症対策事業（スポーツ振興基金助成又はスポーツ振興くじ

助成で交付対象事業となる場合があります。）  

  

  

（２） 事業の対象者  

事業の対象者は、競技団体が JPC へ提出した加盟申請書に記載された強化指定選手、次世代アス

リート、強化スタッフ及び支援スタッフ（伴走者や競技アシスタント、介助者等、選手が強化活動を行う

上で必要不可欠なスタッフ）とします。強化活動に関わらない競技団体役員や事務局員等は対象とは

なりません。  

  

  

（３） 対象経費  

１） 事業の対象となる経費は、当該事業にかかる諸謝金、旅費、借料及び損料、印刷製本費、スポー

ツ用具費、通信運搬費、渡航費、滞在費、雑役務費、保険料その他事業を行うために直接必要な

経費とします。  

２） １）にかかわらず、次に掲げる経費は対象経費となりません。  

①準備等会議の開催に要する経費（会議出席謝金、旅費及び会議会場借料等）や通信費 

（荷物運搬料を除く。）  

②競技団体役員等の構成員が所有する施設の使用料（指定管理制度を活用して運営している場合

において、指定管理者の収入となる場合又は指定管理委託料と相殺しない場合を除きます。）  

③助成対象事業に特定した収入（寄附金、参加者負担金、ＩＦや大会組織委員会からの補  

助金等）のうち、渡航費、滞在費等の使途が指定・限定された収入額相当額の当該経費  

３） 各経費の基準（上限）額は、「対象経費の基準（上限）額等」に記載しています。  
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（４） 事業の確認と指導・調査  

   JPC は、競技団体が補助金の適正な執行が可能な事務処理体制を有しているかについて確認する

とともに、申請事業の実施内容等について、実地調査を含めた指導を行います。  

  

  

  

5．新しい生活様式での選手強化活動事業  
  

（１） 対象事業  

対象となる事業は、ＪＰＣ加盟競技団体が行う計画的かつ継続的な選手強化等の事業に際して、リモ

ートでの指導やトレーニング等「新しい生活様式」での選手強化活動を行うための事業とします。  

（例）「新しい生活様式」に対応したオンライン形式やＶＲ等のデジタル技術等のシステム・トレーニング

機材等を活用した選手強化等の事業の実施  

※選手強化活動事業に分類されない事業内容の場合（講習会やオンライン会議等）、リモート形式で

の実施でも体制整備事業に分類される場合があります。  

  

上記に関わらず、次に掲げる事業は助成の対象となりません。  

①選手強化等に関係しない事業  

②競技会（公式戦）開催事業（スポーツ振興基金助成又はスポーツ振興くじ助成で交付対象事業と

なる場合があります。）  

  

  

（２） 事業の対象者  

事業の対象者は、競技団体が JPC へ提出した加盟申請書に記載された強化指定選手、次世代アス

リート、強化スタッフ及び支援スタッフ（伴走者や競技アシスタント、介助者等、選手が強化活動を行う

上で必要不可欠なスタッフ）とします。強化活動に関わらない競技団体役員や事務局員等は対象とは

なりません。  

  

  

（３） 対象経費  

１） 対象となる経費は、補助を行う事業にかかる諸謝金、旅費、借料及び損料、印刷製本費、スポー

ツ用具費、通信運搬費、渡航費、滞在費、雑役務費、保険料その他事業の実施に直接必要な経費

とします。  

  

２） １）にかかわらず、次に掲げる経費は対象経費となりません。  
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①競技団体役員等の構成員のみで行う準備等会議の開催に要する経費（会議出席謝金、旅費及び

会議会場借料等）や通信費（荷物運搬料を除く。）  

②競技団体役員等の構成員が所有する施設の使用料（指定管理制度を活用して運営している場合

において、指定管理者の収入となる場合又は指定管理委託料と相殺しない場合を除きます。）  

③助成対象事業に特定した収入（寄附金、参加者負担金、ＩＦや大会組織委員会からの補助金等）の

うち、渡航費、滞在費等の使途が指定・限定された収入額相当額の当該経費  

３） 各経費の基準（上限）額は、「対象経費の基準（上限）額等」に記載しています。  

  

  

（４） 事業の確認と指導・調査  

   JPC は、競技団体が補助金の適正な執行が可能な事務処理体制を有しているかについて確認する

とともに、申請事業の実施内容等について、実地調査を含めた指導を行います。  
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Ⅱ．加盟競技団体選手強化体制整備事業  
  

１．加盟競技団体選手強化体制整備事業  

  

（１） 対象事業  

  対象となる事業は、JPC 加盟競技団体における国際競技力向上のための組織基盤強化事業で、次に

掲げる内容の事業とします。  

①強化活動に係る団体が主催した強化会議の開催  

   ※強化に直結しない強化委員会等の会議は対象になりません  

②強化活動に係る競技大会の視察（「事業の内容：国内/海外大会視察」で計上）  

③強化事業実施場所（強化合宿地や大会開催予定地）の事前視察（「事業内容：その他」で計上）  

④年間を通して実施する医・科学・情報サポート  

※強化活動の事業ごとにサポートを依頼し、経費が発生する場合は事業ごとに報告  

⑤競技用具保管の為のレンタル倉庫等の借上料  

⑥その他強化体制の整備を図るための事業  

  （例）強化選手及びスタッフを対象とした団体主催のアンチ・ドーピングに関する講習会  

  （例）強化活動を推進するためのスタッフの雇用及び事務所の賃貸  

  （例）強化活動上必要と認められる場合のスポーツ庁、JSC、JOC、JPC、JADA が主催する会議や研

修会等の参加  

  （例）競技団体が実践する選手発掘事業  

  （例）メディカルチェック、クラス分け判定資料作成費用（MDF,その他補足資料等）、オージオグラム検

査にかかる費用（「事業の内容：その他」で計上）  

※強化指定選手、次世代アスリートのみ対象となります。強化スタッフ・コーチの費用は対象外で

す。（メディカルチェック費用についてはパラリンピック実施競技で定められている競技パート

ナーは対象となります。）  

※一般の健康診断は対象外です。  

※受診時にかかる旅費は原則対象外です。但し、強化合宿の一部として行う場合は、強化合宿の

旅費として計上が可能です。  

（例）税理士、弁護士、行政書士の契約料  
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    強化事務に関わる税理士、弁護士、行政書士等の報酬（雇用に係る契約関係書類や労務内容が確認

できる作業日報等の提出が必要となります。（「事業の内容：事務員賃金」で計上）  

※年間で契約している場合も、強化事務に関わる部分のみが対象となります。  

団体の基盤整備に関わる業務や団体運営にかかわる業務は対象外です。  

  

  

  

（２） 事業の対象者  

事業の対象者は、競技団体が JPC へ提出した加盟申請書に記載された強化指定選手、強化スタッ

フ及び強化事務担当スタッフ等とします。強化活動に関わらない競技団体役員や事務局員等は対象と

はなりません。  

  

（３） 対象経費  

１） 事業の対象となる経費は、当該事業にかかる諸謝金、賃金 、旅費、借料及び損料、印刷製本費、

スポーツ用具費、通信運搬費、渡航費、滞在費、雑役務費、保険料、その他事業の実施に直接必要

な経費とします。  

２） １）にかかわらず、次に掲げる経費は対象経費となりません。  

   ①個人宅を競技団体事務所として使用している場合の事務所賃貸料及び当該事務所で活動する事

務局員賃金。  

   ②競技活動を伴わない会議・研修会等の参加に係る保険料。  

③参加者自身の資格取得や自己研さんのための講習会等の参加に係る経費。  

３） 事務所賃貸料及び事務局員賃金について  

※交付決定額 1,000 万円以上の団体は、合計で年間 400 万円を上限とします。  

例：交付決定額 1,000 万円の場合、事務所賃貸料・事務局員賃金の合計は年間 400 万円が上限  

※交付決定額 1,000 万円未満の団体は、合計で年間交付決定額の 4 割を上限とします。  

例：交付決定額 800 万円の場合、事務所賃貸料・事務局員賃金の合計は年間 320 万円を上限  

※強化活動の推進を図るための事務局員の雇用及び事務所の賃貸にかかる  

経費の交付の期間は、交付初年度から合計した４か年度が限度となります  

    ※雇用契約書において、雇用条件に賞与や有給休暇等が記載されている場合は、これらの経費も対

象となります。  

４） 各経費の基準（上限）額は、別表「対象経費の基準（上限）額等」に記載しています。  
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（４） 事業の確認と指導・調査  

   JPC は、競技団体が補助金の適正な執行が可能な事務処理体制を有しているかについて確認する

とともに、申請事業の実施内容等について、実地調査を含めた指導を行います。  

   

Ⅲ．対象事業の実施期間  
  
 令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までの期間とします。  

  

  

1） 期限までに完了しなかった事業（活動）は、補助対象外となり、補助金を返還していただくことにな

りますのでご注意ください。  

2） 審査に必要な書類の提出期限を過ぎたものは受付けられませんのでご注意ください。  

  

  

 
令和４年度の対象経費は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までに実施する事業が対

象となります。年度をまたぐ場合は、「３月３１日まで」と「４月１日から」で事業を分け、それぞ

れ該当する年度の事業として、報告書を作成してください。  

※令和 4 年度から継続して実施する事業でも令和５年４月１日以降にかかる経費について

は、翌年度の事業として報告書を作成することとなります。その際は、報告書と一致する

よう、団体の元帳や補助簿等を年度ごとに分けて計上してください。  

  

◆航空賃について出発日で判断するようになります。  

令和５年３月３１日 現地発 → 令和４年度の事業で対象となります。  

※到着が令和５年４月１日でも、現地発が令和４年度の日付の場合、令和４年度の対象で

す。  

  

◆エントリー費について令和５年度大会のエントリー費は、令和４年度では対象経費とはな

りません。  

令和５年度大会に参加するため、令和４年度に支払われた参加料は、令和４年度の団体の

決算時に前払いで処理し、令和５年度の経費になるように会計処理した場合、翌年度に

支出した経費として、令和５年度の助成事業経費に計上することができます。  

  

◆国内対象事業における傷害保険料について令和５年 4 月１日から保険適用とするため

に、令和４年度中に支払われた競技団体強化指定選手・強化スタッフ・次世代アスリート・

支援スタッフの保険料は令和４年度の団体の決算時に前払いで処理し、令和５年度の経

費になるように会計処理した場合、翌年度に支出した経費として、令和５年度の助成事業

経費に計上することができます。  

※いずれも、証憑書類等で対象経費の可否が審査されます。  

年度をま たぐ事業について   
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◆メディカルチェック等の診察日と領収日について前年度か当該年度かの判断基準は、

「診察日」となります。  

診察日が令和５年３月、診断書をもらい医療機関へ精算するのが令和５年４月（領収書日

付が令和５年４月）の場合、診察は３月ですので、令和４年度の事業でご報告ください。  

※領収書日付が年度を跨ぐ場合は、証憑書類として、診察日が確認できる書類等もあわ

せてご提出ください。  

  

◆感染症対策のための検査費用について前年度か当該年度かの判断基準は、「検査日」と

なります。  

  

≪医療機関・検査機関で検査を受けた場合≫  

令和 5 年 3 月に検査を受け、医療機関・検査機関へ精算するのが令和 5 年 4 月（領収

書日付が令和 5 年 4 月）の場合、検査日は３月のため令和 4 年度の事業でご報告くだ

さい。 ※領収書日付が年度を跨ぐ場合は、証憑書類として、検査日が確認できる書類等

もあわせてご提出ください。  

  

≪検査キット（検査機関で判断される物）を購入して検査する場合≫  

検査キット等の購入日、検体採取日が令和 4 年度であっても、検査日が令和 5 年度とな

る場合には、前払い処理で令和 5 年度の事業で計上してください。   

※例)令和 5 年３月３１日に自宅で検査キットにて検体採取後、検査機関へ送付し、令和

5 年４月１日付に検査された場合は、令和 5 年度の事業で計上。検査機関での検査日

にて判断してください。  

※自己判断キットを使用される場合は、検査の正確性・有効性が担保され、対外的に証明

できる場合のみ対象費用となります。  

Ⅳ．手続きの流れ  
  

（１） 交付申請書の作成  提出書類：補助金交付申請書   

１） 令和 4 年度強化活動計画書・予算書に基づいて、交付申請書を作成してください。  

２） 補助金交付申請書は作成次第、データで JPC に送信してください。  

３） JPC で内容の確認後、最終版の申請書内容を JSC と共有します。  

    ※申請書原本（押印入）のご提出は必要ありません。  

  

（２） 申請書提出期限  

    後日、申請用紙様式とともにご連絡します。  
  

（３） 補助金の概算払い請求  提出書類：補助金概算払請求書   

１） 補助金の第１回目概算払いについては、ＪＰＣの銀行からの立替払いを利用する団体は、交付内

定額をもとに JPC により算出された試算額の１０分の８を上限とします。銀行からの立替払いを

利用しない団体は、JSC からの競技力向上事業助成金の概算払額の範囲内で上限を設定しま

す。  

２） 第２回目以降の支払いは、支払済額の事業の審査が確定後に精算払いとなります。  

支払済額の事業の審査が完了するまでは、原則概算払いはできません。予めご了承ください。  
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（４） 補助金の交付  

１） 概算払請求書受領後、競技団体が指定した口座に振込みます。  

  

（５） 事業報告書の提出  提出書類：事業完了報告書（証憑書類等含）・実施報告書   

１） 事業報告書は、１事業ごとに作成してください。  

２） 第１回目の概算払い実施後、事業終了後１ヵ月以内に提出してください。なお１ヵ月以内であって

も、提出日が３月３１日を超えることはできません。  

３） 報告書の作成に当たっては、補助の対象経費だけではなく、当該事業に係るすべての経費を記

載してください。助成事業の実施に起因して得られたすべての収入（参加料、協賛金、寄付金等）

と、事業の経費として団体の元帳に計上されている経費は、対象とならない経費であっても収

支簿への計上が必要になります。  

    ※強化合宿や大会派遣等にあたり、選手等から参加料を徴収した場合には団体の元帳に計上する

とともに、必ず事業完了報告書の収支簿に収入として計上ください。  

４） 報告書の提出に当たっては、事業完了報告書、振込明細票や領収書及び根拠書類等を必ずデー

タで送信してください。（原本は競技団体で保管ください）  

    ※報告書等関係書類の提出期限の遵守は、次年度の競技力向上事業の審査指標となる予定ですの

で、期限内のご提出にご協力ください。  

  

（６） 事業の確定  

１） （５）により受領した報告書を審査し、JSC の「審査結果通知」にて各事業の審査結果を通知いた

します。  

２） 全事業の審査確定後に、JPC より競技団体宛に「確定通知」を発行します。  

※ 28 年度より、報告書・様式 4 原本（押印入）のご提出は必要ありません。  

（7） 補助金の精算払い  提出書類：補助金精算払請求書   

  

  １）全事業の審査確定後、未交付分の対象経費の精算払いを行います。  

  
本事業において JPC へご提出いただいた関係書類及び資料は、公益財団法人日本  パラスポ

ーツ協会の業務において引用またはその一部を加工して使用することがあり   ますので、予めご了承

くださいますようお願い申し上げます。  

Ⅴ．事業の経理処理  
  
（１） 区分経理  

本事業に係る経理については、本事業以外の各団体で行う他事業に係る経理と明確に区分してく

ださい。また、口座だけではなく、帳簿等についても団体で行う他事業の経理と区分し、本事業にか

かる経費の使途を明確にしてください。その際、領収書等の証拠書類も帳簿や収支簿、旅費計算書、

現金出納簿等と整合性が取れるよう整理して、適正な会計処 

理を行ってください。  

  
１） 使用する銀行口座今年度 JPC 加盟申請書でお知らせいただいた口座を使用してください。  
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なお、本事業専用口座を開設する必要はありませんが、本事業とそれ以外（JSC 他補助事業含

む）との経理を明確に区分する必要があるため、専用の口座があることが望ましい 

です。（個人名義の口座は使用できません）  

  
２） 収支簿の作成・保管  

事業に要する経費の経理は、他の経理と区分した収支簿（指定様式）を作成し、補助金の使途を明

確にしてください。収支簿には、収支簿ナンバー、入出金日、取引先、内容、経理区分、種別（振込ま

たは現金）、金額及び差引残高を記載するとともに、団体の会計帳簿と収 

支簿の整合性が取れるよう会計処理を行ってください。  

  
３） 補助金収入の団体会計帳簿への計上  

補助金の収入計上時期は対象事業の実施年度とする必要があることから、補助金の精 

算払分についても期末に未収計上等の処理を行ってください。  
  
（２） 収支に関する証拠書類  

収支に関する証拠書類は、収支簿に記載された順番どおりに整理して、当該年度の翌年度から５

か年度保管してください。  

必要な証拠書類は、「収支に関する証拠書類一覧表」および「対象経費の基準（上限）額等及び証拠

書類等一覧」をご確認ください。  

  

Ⅵ．対象経費の支払い  
  
  対象経費の支払いは、銀行振込を原則とします。  

但し、会場借料等で銀行振込に対応しておらず、現金による支払いを行う必要があるものについて

は対象経費となりますが、（専用）口座から支出金額を引き出して支払いを行い、当該支払い金額の

領収書を徴取してください。（口座からの引き出し金額が、複数の支払い金額の合計額である場合

は、内訳がわかるようにしておいてください）  

※各経費の内容及び執行方法等について JSC の「会計処理の手引」をご参照ください。  

  

Ⅶ．対象経費の執行  
  

（１） 諸謝金  
１） 謝金の基準（上限）額は、「対象経費の基準（上限）額等」に記載しています。  

２） ナショナルチームコーチ・スタッフ等に対する謝金は、対象となりません。  

３） 謝金の支払いは、銀行振込により支払いを行ってください。なお、複数事業分をまとめて支払う場

合は、計算書の他に支払明細書を併せて提出してください。（振込内容の確認になります。）  

４） 源泉徴収等に関して以下をご確認ください。  

①原則、謝金の支払いは、所得税法第６条の規定により、報酬として支払うものとします。その支払

いに係る金額につき源泉徴収に係る所得税や復興特別所得税（以下「源泉徴収等」とする）を行

うことが義務づけられています。  

②個人や法人格のない任意団体であっても、全て源泉徴収義務者となります。  
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③源泉徴収等を行う場合は、謝金等の支払い金額から源泉徴収等の税額を差し引いた金額を支給

する旨、支払い対象者に通知してください。また、源泉徴収等を行った場合には、納税を証する書

類を保管してください。（年末には、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を作成してくださ

い）  なお、収支簿には、支払対象者への振込額と源泉徴収額を分けて記載する必要はありませ

ん。源泉徴収前の金額のみを計上してください。  

④源泉徴収等に関する取り扱いについては、所轄の税務署にお問合わせください。  

  

  

（２） 旅費、渡航費、滞在費  
 １） 旅費の支払い  

   ①旅費の支払いは、対象者に対して支給する場合と旅行業者との契約により支出する場合がありま

すが、対象者個人への旅費支給額は、事業完了報告書の旅費計算書に記載してください。  

   ②旅費の支払いは、銀行振込により支払いを行ってください。なお、複数事業分をまとめて支払う場

合は、計算書の他に支払明細書（別紙参照）を併せて提出してください。（振込内容の確認になり

ます）  

   ③国内旅費において空路を利用する場合は、航空会社等が発行する利用経路が記載されている領収

書等を提出してください。また、料金表や単価が確認できる請求内訳とあわせ、半券または搭乗

証明書をご提出ください。複数のクラスがある場合は、最下位のク 

ラスの運賃が対象となります。クラスＪ・プレミアムクラス等の料金は対象外となります。  

   ④車・レンタカーを使用する場合は、交通機関による旅行が困難な場合で、その利用の必要性やむを

得ない事由が確認できる場合のみ対象経費となります。自家用車・レンタカーを利用される場合

は、証拠書類とあわせて乗車区間を明示し理由書（様式任意）をご提出ください。※タクシーを利

用された場合は、タクシー代金の領収書と乗車区間を明示し理由書をご提出ください。  

  

  

≪車賃等の科目・証拠書類について≫  

対象

経費  

旅費/ 

交通費  

37 円/1km 上

限  

※ガソリン代含む  

  

  

  

  

借料及

び損料 

/バス・

車借料  

レンタカー代金  バス代金  

レンタカー代金・バス代金に含まれないガソリン代  

※現に支払った額  

道路通行料  

（高速代・有料道路代）/駐車場代  

※現に支払った額  

レンタカー代金・バス代金に含まれない  

道路通行料（高速代・有料道路代）/駐車場代  

※現に支払った額  

証拠

書類  

●実費を確認できる証拠書類  

・道路通行料金、駐車場代金の領収書等  

●銀行振込伝票  

●旅行経路及び交通費の算出根拠  

  

  

証拠書

類  

●実費を確認できる証拠書類  

・レンタカー代、バス代の内容が分かる請求書、領収

書  

・ガソリン代の領収書（レンタカー代金・バス代金に含

まれない場合）  

・道路通行料金、駐車場代金の領収書（レンタカー代

金・バス代金に含まれない場合）  

●銀行振込伝票  

  

  

  

２) 旅費の計算  
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   ①最も経済的・合理的な経路であることを優先してください。但し、以下のような場合は、他の経路で

算出することができます。  

    ・最も経済的な経路では、集合・開始時間に到着できない、若しくは宿泊を伴う移動となり経済的で

はない。  

    ・最も経済的な経路では、旅行時間の大幅な増加となる。  

   ②乗車券及び航空券は可能な限り割引料金により購入し、また障がい者割引料金が適用される対象

者は、その料金により調達するよう周知してください。  

   ③パック（交通費と宿泊費のセット）料金についての算出方法は、以下の通りとします。  

・宿泊料相当額は、対象経費の上限額である 12,000 円とし、交通費相当額は、パック料金から

宿泊費相当額（12,000 円）を差引いた額とします。（海外は１泊上限 

20,000 円）  

  
  

（３） 借料及び損料、印刷製本費、通信運搬費、雑役務費  
１） 対象となる経費等については、「対象経費の基準（上限）額等」に記載しています。  

２） 事務所賃貸料及び下記（６）賃金については、JPC 加盟競技団体とし、交付決定額 1,000 万円以

上の団体は、年間 400 万円を上限とします。また、交付決定額 1,000 万円未満の団体は、年間

交付決定額の 4 割を上限とします。  

※強化活動の推進を図るための事務局員の雇用及び事務所の賃貸にかかる経費の交付の期間

は、交付初年度から合計した４か年度が限度となります。  

３） メディカルチェックにかかる費用、クラス分け判定資料作成（MDF,その他補足資料等）にかかる費

用、オージオグラム検査にかかる費用は強化指定選手のみ対象となります。強化スタッフ・コーチの

費用は対象外です。一般の健康診断は対象外です。  

※受診時にかかる旅費は原則対象外です。但し、強化合宿の一部として行う場合は、強化合宿の旅費とし

て計上が可能です。  

  

  

  

（４） スポーツ用具費  
１） スポーツ用具費が対象となる事業は選手強化活動事業、次世代アスリート育成強化事業、体制整備

事業です。コーチ力強化事業では対象となりません。  

なお、強化会議や視察事業で計上されたスポーツ用具費は対象となりませんので体制整備におけ

るスポーツ用具費の計上については事前に JPC までご相談ください。  

２） 事業に必要な物品（スポーツ用具）の購入に当たっては、次のことに留意してください。  

   ①購入物品は、当該年度の事業に必要な物品であること。（内容については、「対象経費の基準（上

限）額等」に記載しています）  

   ②対象とならない例  
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    ・次年度以降の事業に使用する予定の物品を購入した場合。  

・競技団体が既に所有している物品を当該事業で使用し、使用数量分だけを補充する 

ため購入した場合。  

   ③物品の納入を確認する必要があるため、代金の支払いは原則後払いとしてください。  

   ④購入物品は、当該事業実施前に納品されていなければなりません。  

   ⑤１個または１組５０万円（税込価格）以上の物品は財産管理台帳により適切に管理してください。ま

た、１個または１組１０万円以上（税込価格）の物品の購入に当たっては、スポーツ用具費の対象

になるか事前に確認が必要な場合は、スポーツ用具の商品紹介・仕様・見積等を揃えて JPC へ

相談してください。  

  

◆スポーツ用具費の上限額について各事業区分（選手強化活動事業、次世代アスリート育成強化事業、体

制整備事業）ごとの助成対象経費総額に 30％を乗じた額を上限額とします。  

なお、感染症対策事業、新しい生活様式での選手強化活動事業においてスポーツ用具費の上限額はあり

ません。  

  

  

（５） 保険料  
１） 国外遠征時における海外旅行保険料。  

２） 実施事業に招集された選手、スタッフの傷害保険料。  
  

  

（６） 賃金  

 対象となる事業は、加盟競技団体選手強化体制整備事業のみとなります。  

１） 賃金は、強化活動事業等を実施するために必要な人材の雇用について、雇用された人の勤務

に対する対価に要する経費です。雇用の形態をとらない場合は、対象経費とはなりません。雇

用に際しては、必ず、雇用に係る契約書を取り交わしてください。  

２） 雇用された人が、兼業・兼職の場合は、対象となる業務に従事している時間と兼業・兼職先の

業務に従事している時間を明確に区分してください。  

    ①兼業・兼職先との従事時間が明確に区分されていることを確認するため、「収支に関する証拠

書類一覧表」で示す書類を提出してください。  

②兼業・兼職先の業務に従事している時間を対象経費とすることはできません。  

３） 労務を確認するための書類（雇用契約書・作業日報等）を提出してください。提出がない場合

は対象経費となりません。  

４） 賃金の支払いは、必ず銀行振込としてください。現金による支払いの場合は対象経費となりま

せん。また、毎月１回以上、一定期日に支払いがなされていない場合は、対象経費となりません

のでご注意ください。  

①事務局員の賃金の額の設定に当たっては、勤務時間、労務の内容、勤務条件に即した支給

単価の単位（月・日・時間）等を勘案して、適切に設定してください。  

   ②事務局員が兼業・兼職の場合は、当該事務局員として従事している時間と、兼業・兼職先の業

務に従事している時間を明確に区分した上で、賃金の額を適切に設定する必要があります。

なお、兼業・兼職先の業務に従事している時間を補助対象経費として計上することはできま

せん。また明確に区分できない場合は本事業への申請はできません。  

  ③競技団体は、事務局員の従事や活動実態が確認できる書類（出勤簿や作業日報、所得税の領

収済通知書等）を実績報告時に JPC に提出してください。  
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  ④雇用契約書に賃金および交通費の支給に係る記載がある場合、体制整備事業の事務局員賃

金の年間 400 万円上限にて、賃金・交通費が対象となります。雇用契約書に交通費別途支

給と記載されている場合は、交通費は年間 400 万円上限には含まれず、旅費交通費にて

計上ください。なお、振込手数料は、事務局経費の上限額に含まれません。  

  ⑤社会保険料は、個人負担分は対象経費となります（事業主負担分は対象外）。  

  

（７） その他  
   競技会・会議参加料（エントリーフィー）  

  

  

  

  

Ⅷ．関係書類等の整理と保存  
  

（１） 書類の整理と保存  
１） 実施事業にかかる補助金交付申請書やその決定通知書、各種事業の報告書（領収書等の証拠書類

原本を含む）、事業の確定通知書等は、年度単位で整理し団体内で適切に保管してください。また、

報告書等は事業実施日順に取りまとめてください。  

２） 経理に係る通帳や帳簿等も整理して保存してください。  

３） １）及び２）の関係書類は、当該年度の翌年度から紙媒体で５か年度保管してください。  

   

Ⅸ．その他の注意事項  
  

（１） 以下のような事業は対象事業となりません。  
１） 収入総額が支出総額を上回る事業。  

２） スポーツ振興を目的とする国費（国費を財源とする資金を含む）を活用する事業。  

３） スポーツ振興基金、スポーツ振興くじ又は公営競技等（競馬、競輪、競艇、オートレース及び宝く

じ（当せん金証票））の収益による補助金もしくは助成金を活用とする事業。  

４） 補助対象事業の全部を第三者（営利法人等）に委託して実施しようとする事業。  

５） 実施しようとする事業にかかる収入および支出が適切に補助対象者（競技団体）において経理

されない事業。  

  

（２） 以下のような支出は対象経費となりません。  
１） 他団体が行う事業の代行に類するもの。  

２） 本事業の補助金をもとにして、他団体に対して更に補助金交付を行うもの。  

３） 外部への寄付・寄贈を目的とするもの。  

４） 娯楽性の高い経費。  
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５） 不当に単価の高い経費。  

６） 団体関係者或いは特定の個人及び団体へ、随意契約により支払われる経費。  

  

（３） 事業実施関係書類の団体内での報告・確認について  

１） 団体の総会、理事会及び規約等で定める機関において、本事業に係る事前説明、報告及び承認

を適切に行い、必ず議事録に記載して下さい。  

２） 事業対象者（選手・スタッフ等）に対して収支報告等の開示を行うよう努めてください。  

３） 競技力向上事業（強化費）を適用した強化活動は団体のホームページ等で報告を行うよう努めて

ください。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ⅹ．対象経費の基準（上限）額等及び証拠書類一覧  
  

【諸謝金】  

費目  
基準（上限）額

及び科目細目  内容詳細および留意事項  
必ず提出が必要な

書類  

必要に応じて提出が

必要な書類  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

諸   

  

収支簿の科目：  

諸謝金／強化スタッフ･トレーナー、管理栄養士･帯同審判員、看護師、ﾄﾞｸﾀｰ、支援ｽﾀｯﾌ･競技ﾊﾟｰﾄﾅｰ･介助者、海外招聘

コーチ、競技用具担当スタッフ、通訳(専門的能力を有する者）、その他  

強化スタッフ（強化責任者・コーチ・心理 

/栄養/映像（NF 専属））・トレーナー管

理栄養士・帯同審判員、看護師  

1 日上限 30,000 円  

  

支援スタッフ・競技パートナー・介助者・

ボランティア通訳（手話通訳含）  

1 日上限 10,000 円  

  

競技用具担当スタッフ  

1 日上限 17,500 円  

○雇用によるものではなく、当該事

業に従事した部分に対して個人に

支給する報酬・謝金  

  

※強化活動に関わらない競技団体役

員や事務局員等は対象とはなりま

せん  

  

  

(令和 3 年度より各日における実働

の有無は問いませんが、謝金支給規

程に基づいて、妥当性を確認の上で

適切な支給を行ってください)  

○銀行振込伝票  

  

○海外通貨での支払

いの場合は、換算レ

ートがわかる資料

（外国為替計算書、 

両替計算書等）  

  

○従事時間確認簿  

○一人に対して、複数事

業分をまとめて支払

った場合は、支払いの

対象となる事業の期

日・謝金単価と日数及

び事業ごとの支払い

金額が明記された明

細票  

（別紙「支払明細書」参

照）  

  ドクター 1 日上限 50,000 円  
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謝   

  

  

金  

  

  

海外から招聘したコーチ  

※コーチ力強化事業のみ  

1 日上限 100,000 円  

  ○源泉徴収等を行った

場合は、領収済み通知

書（納付書）  

※令和 4 年度から源

泉納付書の提出は任

意となりましたので、

必要に応じて提出が

必要な書類へ転記し

ました。  

  

○旅費等を併せて支払

う場合も、上記同様内

訳がわかる明細票  

講演・講義講師  

1 日上限 24,000 円  

〇資料を使用して行う解説等  

※アンチ・ドーピングに関する JADA 

派遣講師等  

※補助者は支援スタッフ謝金  

通訳（手話通訳含む）国際大会・

国際会議：  

1 日上限 100,000 円  

  

その他：  

1 日上限 50,000 円  

〇専門的能力を有する通訳者  

※通訳を生業としていない場合や、

専門的能力を有することが確認で

きない場合は、支援スタッフ謝金

となります。  

※請負の場合は雑役務費  

翻訳者外国語→日本語  

：枚（400 字/200 ワード）

4,000 円  

  

日本語→外国語  

：枚（400 字/200 ワード）

6,000 円  

※翻訳の枚数の算定については、 

0.5 枚単位とし、端数は 100 字・ 

50 ワード未満を切り捨て、100 

字・50 ワード以上を切り上げ  

  

※全体で 100 字・50 ワード未満の

場合は、0.5 枚とします。  
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【渡航費・滞在費（国外旅費）】  

 

【渡航費・滞在費（国外旅費）】  
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費 目  
基準（上限）額及び科目細

目  
内容詳細および留意事項  必ず提出が必要な書類  

 
必要に応じて提出

が必要な書類  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

滞  

  

在  

  

費  

収支簿の科目：滞在費／宿泊費、日当、その他  
 

日当  

（旅行雑費）  
○1 日につき 5,000 円を超えない額  ○銀行振込伝票    

宿泊料  

・現に支払った額  

○対象経費とすることができる上限

額は１泊 20,000 円  

・宿泊料に、宿泊先から提供される食

事（朝食・昼食・夕食）が含まれる場合 

は食事代も対象となります。  

  

○滞在費（宿泊料）において、特に必要

があると認める場合には上記に定

める額を適用せずに現に支払った

額を対象経費とする。  

  

（特に必要があると認める場合）  

・国際大会において、組織委員会等に

より宿泊施設が指定されている。  

・治安の問題上で、安全確保のために

宿泊施設が限定されている等  

  

○滞在先宿泊施設のアーリーチェック

イン・レイトチェックアウト利用料につ

いては、出発・到着時の選手のコンデ

ィショニング調整等の必要性が認め

られる場合に限り、上記に定める滞

在費（宿泊料）の 1 泊あたりの上限

額とは別に対象経費とする。  

  

※感染症対策のため出入国後一定期

間の隔離に必要な宿泊費（各国が定

める日数に限る）は対象経費とする。  

○宿泊者の名簿  

  

○銀行振込伝票  

  

○経費の内訳がわかる書類（請

求内訳明細等）  

  

○海外通貨での支払いの場合

は、換算レートがわかる資料

（外国為替計算書、両替計算書

等）  

  

○特別な理由がある場合は大会

側発行の書類や理由書  

○個人が支払いを行っ

た場合は、個人と業者

（旅行業者や宿泊施

設）間で取り交わした

領収書（領収書名は個

人名）と、個人宛に団

体が支払った銀行振

込伝票  
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【旅費（国内旅費）】  
旅費/交通費（鉄道賃、船賃、航空賃）：出発地～用務地間の駅・バス停等を起点・終点として算出。  

費 目  
基準（上限）額及

び科目細目  
内容詳細および留意事項  必ず提出が必要な書類  

必要に応じて提出が必

要な書類  

  

  

  

  

  

  

  

国   

内  

  

旅   

費  

  

収支簿の科目：旅費／交通費  

鉄道賃  

  

・右のア～オの合

計額  

ア 旅客運賃（乗車賃）

イ 普通急行料金ウ 特

別急行列車料金エ 新

幹線料金オ 座席指定

料金  

※特別車両（グリーン車等）に係る料

金は対象となりません。  

○銀行振込伝票  

  

○旅行経路及び交通費の

算出根拠がわかる資料  

○一人に対して、複数事業

分をまとめて支払った

場合は、支払いの対象と

なる事業の期日及び事

業ごとの支払い金額が

明記された明細票（別紙

「支払明細書」参照）  

船賃  

  

・右のア～イの合計

額  

次のア～イの合計額  

  

ア 旅客運賃  

 （運賃ランクが 3 階級の場合は中級

の運賃）  

（運賃ランクが 2 階級の場合は下級

の運賃）  

イ 座席指定料金を徴する船舶の座

席指定料金  

○銀行振込伝票  

  

○旅行経路及び交通費の

算出根拠がわかる資料  

○一人に対して、複数事業

分をまとめて支払った場

合は、支払いの対象となる

事業の期日及び事業ごと

の支払い金額が明記され

た明細票（別紙「支払明細

書」参照）  

  

○個人が支払いを行った

場合は、個人と業者（旅行

業者等）間で取り交わした

領収書（領収書名は個人

名）と、個人宛に団体が支

払った銀行振込伝票  

航空賃  

  

・現に支払った額  

○空港施設利用料、発券手数料、強化

活動に係る荷物分の超過手荷物料

金  

  

○運賃ランクが複数ある航空機の場

合は、最下級の運賃  

 ※航空賃については、料

金が確認できる請求書内

訳（航空会社発行の料金

表等）、振込伝票  

  

○航空賃については、上記

の他、搭乗を証明する資料

（航空券の半券または搭乗

証明書等）  

○一人に対して、複数事業

分をまとめて支払った場

合は、支払いの対象となる

事業の期日及び事業ごと

の支払い金額が明記され

た明細票（別紙「支払明細

書」参照）  

  

○個人が支払いを行った

場合は、個人と業者（旅行

業者や航空会社等）間で取

り交わした領収書（領収書

名は個人名）と、個人宛に

団体が支払った銀行振込

伝票  
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費 目  
基準（上限）額及

び科目細目  
内容詳細および留意事項  必ず提出が必要な書類  

必要に応じて提出が必

要な書類  

国   

  

内   

  

旅   

  

費  

  

収支簿の科目：旅費／交通費、日当、宿泊費、その他  

車賃  

・右のアまたはイの  

いずれかの額  

ア 現に支払った旅客運賃  

（タクシーについては、必要その他や

むを得ない場合のみ対象）  

イ 公共交通機関以外を利用した旅

行１km につき３７円を上限とし算

出した額  

（片道 1km 未満の端数切捨て）道

路通行料金・駐車場代については、

イに含めず現に支払つた額とする。  

※但し公共交通機関による旅行が困

難な場合で利用の必要性やむを得

ない事由が確認できる場合のみ。  

例）目的地まで公共交通機関がない

例）複数人数で利用した場合、他の

交通機関よりも廉価等  

○銀行振込伝票  

  

○旅行経路及び交通費の

算出根拠がわかる資料  

  

○自家用車およびタクシー

利用の場合は、その理由

書  

  

○実費を確認できる証拠

書類（道路通行料金、駐

車場代等）  

○一人に対して、複数事業

分をまとめて支払った

場合は、支払いの対象と

なる事業の期日及び事

業ごとの支払い金額が

明記された明細票（別紙

「支払明細書」参照）  

日当  

（旅行雑費）  

  

※選手強化事業・

体制整備事業とも

に日当は対象  

○コーチ等  

・1 日につき 2,000 円を超えない

額  

○選手  

・1 日につき 1,000 円を超えない

額  

  

※移動日を含めて活動日が対象  

○銀行振込伝票  

○一人に対して、複数事業

分をまとめて支払った

場合は、支払いの対象と

なる事業の期日及び事

業ごとの支払い金額が

明記された明細票（別紙

「支払明細書」参照）  

宿泊費  

・1 日につき 12,000 円を超えない

額（宿泊料に宿泊先が提供する食

事（朝食・昼食・夕食）が含まれる場

合は、食事代も対象経費）  

※選手の栄養管理を行っている食事

については雑役務費（管理栄養費）  

※特に必要があると認める場合には

上記に定める額を適用せずに現に

支払った額を対象経費とする  

（特に必要があると認める場合）  

 ・チーム招待事業において、組織委員

会等により宿泊施設が指定されて

いる。  

 ・コーチ力強化事業（海外コーチ招聘

事業）において、海外の優秀なコー

チを招聘する等  

※感染症対策のため出入国後一定期

間の隔離に必要な宿泊費（各国が

定める日数に限る）は対象経費とな

る。  

○銀行振込伝票（又は領収

書）  

  

○宿泊日・宿泊者名が記載

された宿泊施設が発行

する宿泊証明書  

  

※NTC 及び公共施設を

含む合宿所等における宿

泊の場合に、宿泊料と食

事（夕・朝食）代の請求書・

領収書等が分かれる場合

については、JPC にご相

談ください。  

○個人が支払いを行った

場合は、個人と業者（旅

行業者や宿泊施設）間で

取り交わした領収書と、

個人宛に団体が支払っ

た銀行振込伝票（別紙

「支払明細書」参照）  

  

○一人に対して、複数事業

分をまとめて支払った

場合は、支払いの対象と

なる事業の期日及び事

業ごとの支払い金額が

明記された明細票  
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【所費等】  

費 目  

  

  

借料およ

び損料  

基準（上限）額及び

科目細目  
内容詳細および留意事項  

必ず提出が必要な

書類  

必要に応じて  

提出が必要な

書類  

収支簿の科目：借料及び損料／会場借料・付属設備利用料、事務所賃貸料、通信機器借料・物品リース

料、バス・車借料、光熱水料金、その他  

賃貸借に関わる経費  

・現に支払った額  

○選手強化事業や各種会議の会場として使用

するグラウンドや体育館、諸室及び会議室等

の利用料（付属設備・備品、照明電力使用料、

冷暖房使用料等を含む）  

※強化スタッフ等団体の構成員が所有する施

設・設備の借料は対象経費として計上できま

せん。  

○事務所賃貸料事務所賃貸料（ＪＰＣ加盟競技

団体の独立事務所（個人宅を除く。）及びＪＰ

ＳＡが設置する 

ＪＰＣ加盟競技団体共同事務所に限る）  

※交付決定額 1,000 万円以上の団体は、事務

員賃金と事務所賃貸料の合計で年間 400 

万円を上限とします。  

※交付決定額 1,000 万円未満の団体は、事務

員賃金と事務所賃貸料の合計で年間交付決

定額の 4 割を上限とします。  

※交付初年度から合計した 4 か年度が限度と

なります。  

  

○物品借料（スポーツ用具・AED 含む）  

  

○バス・車借料（移動にかかる経費を含む）  

※目的、日時、移動区間等が明確なものに限り

ます。  

○国内外実施事業における通信機器（携帯電

話、wifi 等）レンタル料  

○スキー場等のリフト等の利用料金  

○海外合宿、大会派遣時の長期遠征時の競技

施設等の借上料  

○競技用具保管用のレンタル倉庫等の借上料

〇「新しい生活様式」に対応した選手強化活動

の実施のためのオンライン形式や VR 等のデ

ジタル技術を活用したシステム・トレーニング機

材等の利用料  

○銀行振込伝票  

  

○賃貸契約書事務所

としての賃貸借に関

わる内容及び支払い

金額の内訳（日時・場

所・単価・個数等）が

わかる書類  

  

〇見積書・請求書  

  

〇施設使用証明書等  

  

  

○海外通貨での支払

いの場合は、換算

レートがわかる資

料  

（外国為替計算書、

両替計算書等）  

○見積競争実施

関係書類  
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印刷製本

費  

収支簿の科目：印刷製本費／ﾎﾟｽﾀｰ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･ﾁﾗｼ印刷、その他  

資料等の印刷経費  

・見積りや請求に対し

て現に支払った額  

○外部に請け負わせる印刷製本作成費（作成す

る資料等の仕様（用紙サイズ、頁数、印刷・製本

方法等、必要部数が明確なものに限る）  

※日本スポーツ振興センターロゴマークの表示

がない場合は対象外経費となりますので、特

別な理由によりロゴが表示できない場合は、

理由書をご提出ください。  

※センターロゴマークは JSC ホームページの

助成申請手続き「センターロゴマーク等の使

用」からダウンロードしてください。  

※センターロゴマークの使用については、JSC 

ホームページの「センターロゴマーク等の表示

に関する注意事項」等を確認してください。  

○銀行振込伝票  

○支払い金額の内訳

（物品名・部数・単価）

がわかる書類（請求

内訳書等）  

○制作物（2 部）  

  

  

 

費 目  
基準（上限）額及

び科目細目  
内容詳細および留意事項  

必ず提出が必要な書

類  

  

通信運搬

費  

収支簿の科目：通信運搬費／通信費･郵送費、荷物運搬料、その他  

荷物等運搬に要す

る経費  

・現に支払った額  

○荷物運搬料  

・目的、送付先、送付物の内容等の明細が確認でき、かつ事業の

実施に必要なものに限る  

・遠征時のチーム機材等の超過荷物料金  

  

※通信費（郵送料、切手・はがき代・メール便・電信電話料、書留

等）は対象外経費となります。  

○金額、内容、個数、単

価の他、発着地が明記

された伝票（領収印

付）、領収書等  

収支簿の科目：雑役務費／会場設営費、看板作成費、警備費、管理栄養費、ｱｽﾘｰﾄﾁｪｯｸ等検査費用、銀行

振込手数料、その他  
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雑役務費  

会場設営費  

  

看板作成費  

  

警備費  

  

管理栄養費  

・1 日 6,000 円が

上限  

  

メディカルチェック

費用  

・1 回あたり 

30,000 円が上限  

  

クラス分け判定資

料作成費用 

（MDF,その他補足

資料等）  

・1 回あたり 

30,000 円が上限  

  

オージオグラム検査

費用  

・1 回あたり 

30,000 円が上限  

  

感染症対策のため

の検査費用  

  

銀行振込手数料  

  

海外送金手数料  

○事業の実施等に係る会場設営、看板作成、警備等を一定の仕様

に基づいて会社等事業者に請け負わせて実施する経費  

  （見積比較や委託契約書は必要に応じて対応ください）  

※スタッフや指導者の派遣等を会社等事業者に請負わせて実

施する場合の助成対象経費の上限額は、謝金の基準を準用 

します。  

  

○合宿等における管理栄養費（補食（夜食）も対象経費）  

・支給される食事の代金について、１人につき 6,000 円/日に

活動日数を乗じた額を上限として対象となります。  

また、選手と同時に同一の食事を行う強化スタッフ・コーチの食

事代についても対象となります。  

  ※管理栄養士が作成した栄養管理メニューを提供する食事提供

元にかかる費用の助成となります。  

  ※栄養プログラムに基づいて購入したことが証明できる食材費

(管理栄養士が作成する管理プログラムにメニューの記載が

ある等)は対象経費となります。  

※「選手強化事業」において、選手の栄養管理を行っている活 

動に限る。  

  

○メディカルチェックに係る検査費用  

（１回あたり 30,000 円を超えない額）。再検査についても、別

途 1 回あたり 30,000 円あたり上限に対象。文書作成費用 

は、検査費用とは別に雑役務費にて計上可能。  

  

○クラス分け判定資料作成費用（MDF、その他補足資料等）（１人 

当たり 30,000 円を超えない額）  

  

○オージオグラム検査費用（１人あたり 30,000 円を超えない額）  

  

○振込手数料は対象経費の支出に係るものに限る  

  ※全額対象外経費の振込手数料は対象外  

  

○会社等事業者に支払う謝金（手話通訳等）は雑役務費に計上す

るが、助成対象経費の上限は謝金の基準を準用する  

  

〇感染症対策のための PCR 検査又は抗原定量検査等及び陰性

証明書の発行に係る経費  

○銀行振込伝票  

  

○栄養管理を行ったこ

とが確認できる書類

（管理栄養士等が作成

し宿泊施設等食事提

供先へ提出した書類）  

  

○食事提供元からの請

求書  

  

○メディカルチェック実

施に係る医療機関発

行の領収書  

・個人が医療機関に支

払いを行った場合は、

医療機関の領収書に

加えて、団体が本人に

支払った銀行振込伝

票  

  

◯感染症対策のための

検査費用に係る医療

機関・検査機関発行の

領収書  

・個人が医療機関に支

払いを行った場合は、

医療機関の領収書に

加えて、団体が本人に

支払った銀行振込伝

票  

  

○請求書（団体への謝金

の支払いの場合）  

 

スポーツ用

具費  

収支簿の科目：スポーツ用具費／競技用具･AED･WBGT、ﾕﾆﾌｫｰﾑ等被服類･ｾﾞｯｹﾝ･ﾋﾞﾌﾞｽ、設営用品、

水分補給に必要な飲料、ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ維持に必要な物品、医薬品(ｱﾝﾁ･ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞを考慮）、その他  
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スポーツ用具等の  

購入に関する経費  

  

・現に支払った額・

実施期間において

競争に付して契約

し、かつ履行が完了

した経費の支出額

が原則となります  

  

  

○ 選手強化に必要な競技用具  

○ 選手等の水分補給のために必要な飲料  

○ 選手等のコンディショニング維持のために必要な物品  

（テーピング・鍼等）  

○ 救急用医薬品類  

（アンチ・ドーピングを考慮したものであること）  

○ 選手強化事業における選手・スタッフのユニフォーム類  

（統一されたデザインのものに限る）  

○ 選手強化活動に必要なビブス、ゼッケン等  

○ 選手強化活動の運営に必要な競技エリア・コース設営用品  

○ ＡＥＤ（自動体外式除細動器）、ＷＢＧＴ（湿球黒球温度）測定  

○ 選手強化活動等に必要な衛生消耗品（マスク、フェイスシール

ド、防護服、消毒用アルコール、サーモメータ―、ペーパータオ

ル等）  

〇 「新しい生活様式」に対応した選手強化活動の実施のためのオ

ンライン形式や VR 等のデジタル技術を活用したシステム・ト

レーニング機材等の導入に係る経費  

※ 原則として、選手強化活動事業・次世代アスリート育成強化活

動事業、体制整備事業、それぞれの事業における助成対象経費

総額に 30％を乗じた額を上限。  

※ ＡＥＤは、1 団体につき、1 台までを助成対象経費。  

※取得物品（助成対象財産）には原則としてセンターロゴマークを

表示（着脱式は不可）することとなります。ロゴマークの表示が

ない場合は、対象外経費となります。（国際ルール等により表示

が困難なものや競技に支障が生じるもの、特注品となり取得価

格が著しく高騰する場合を除く。）  

※調達物品（助成対象財産）の取得後は、管理者を定めて管理を

行うこととなります。また、調達物品の取得価格が５０万円以上

の物品については処分に制限があります。  

○銀行振込伝票  

  

○支払い金額の内訳 

（物品名・個数・単価）が

わかる書類（見積書・請 

求内訳書・納品書等）  

  

○外貨での支払いの場

合は、換算レートがわか

る資料（外国為替計算 

書、両替計算書等）  

  

保険料  

収支簿の科目：保険料／海外旅行保険料、傷害保険料、その他  

保険の加入に要する

経費  

・現に支払った額  

○国外で実施する事業において、選手・スタッフが加入する海外

旅行保険の保険及び国内対象事業における傷害保険料  

※国内対象事業における傷害保険料は、選手・スタッフが対象  

※選手強化事業における傷害保険料は全て対象。体制整備事業

では、競技活動を伴う視察・選手発掘等において対象。（強化会

議は対象になりません）  

○銀行振込伝票  

○支払い金額の内訳（人

数・単価・期間）がわか

る書類（契約明細・保

険証券等）  

賃金  

収支簿の科目：賃金／事務局員賃金、その他  

強化事業に係る  

事務局員の雇用費用  

  

税理士・弁護士、行

政書士等の報酬  

○独立事務所及び共同事務所で従事する事務局員賃金（個人宅で

の従事は対象外）  

○強化事務に関わる税理士、弁護士、行政書士等の報酬  

※交付決定額 1,000 万円以上の団体は、事務所賃貸料と合計で

年間 400 万円を上限とします。  

※交付決定額 1,000 万円未満の団体は、事務所賃貸料合計で年

間交付決定額の 4 割を上限とします。  

※交通費・振込手数料は事務局経費の上限額には含まれません。  

※交付初年度から合計した 4 か年度が限度となります。  

○銀行振込伝票  

○雇用に係る契約関係

書類（雇用契約書等）  

○作業日報  

○給与・賃金明細  

○源泉徴収税振込書  

収支簿の科目：その他／両替手数料、印紙代、参加料、その他  
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その他  

手続き等に要する経

費競技会参加料  

（エントリーフィー）  

  

※実施期間におい

て契約し、かつ、

履行が完了した

経費の支出額が

原則となります。  

○ 競技会・会議参加料（エントリーフィー）  

   

※両替手数料、印紙代、大会開催契約料・公認料等は対象外経費

となります。  

  

※Trusted Traveler Program 申請にかかる印紙代は対象外  

○銀行振込伝票または

外国送金依頼書兼告

知書  

○主催者側が発行する

大会概要等の資料（エ

ントリーフィー支払い期

日、金額等が記載されて

いるもの）  

○海外通貨で支払った

場合は日本円へ換算

した計算式とレートを

確認できる資料  

補足  
  

【センターロゴについて】  

日本スポーツ振興センターのホームページ「競技力向上事業助成の手続きの流れ」から、  

センターロゴマーク等の使用に関する注意事項をよくご確認いただき、表示仕様に基づき印字してくだ

さい。  

  

  

≪ダウンロード URL≫  

http://www.jpnsport.go.jp/sinko/kuji/httpwwwjpnsportgojpsinkokujitabid87 

6Def/tabid/881/Default.aspx  

  

  

≪センターロゴ表示方法≫  

  

  

  

  

JSC のロゴと「競技力向上事業」 

  

 の文字をセ ットで表示ください。  

  

   競技力向上事業  

  

  

JAPAN SPORT  

COUNCIL  

日本スポーツ振興センター  
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競技力向上事業 収支に関する証拠書類一覧表   
  

【提出必須書類】 以下の書類については写しを提出してください。  

経理区分  実績（中間）報告時  

諸謝金  ・銀行振込伝票（又は領収書）  
・従事年月日・時間・内容などの内訳が分かる書類（従事時間確認簿など）  

［内訳が分かる書類で、確認が必要な項目]  
・従事者名 ・教室（大会）名 ・実施場所  ・実施年月日  ・従事時間  ・従事内容  
・実施回数 ・謝金単価    ・支払明細（源泉徴収額、差引支給額など）  

  

＜原稿執筆謝金を支給した場合＞  
・文字数や掲載ページ数が分かる書類  

  

＜代理受領により支給した場合＞  
・委任状若しくは代理受領者と従事者の間で交わされた領収書  
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旅 費渡航費

滞在費  
・旅費等支給額一覧表又は旅費支給額の根拠となる書類（運賃検索システムの画面コピー等）  
＜旅行者に旅費を支給した場合（旅行者が立替払を行った場合等）＞  
・銀行振込伝票（又は領収書）…助成事業者と旅行者の間で交わされたもの  

［そのうち宿泊費が発生した場合に必要な書類］  
・銀行振込伝票（又は領収書）…旅行者と旅行業者（宿泊施設など）の間で交わされたもの  
・支払金額の内訳が分かる書類（宿泊施設発行の請求内訳書など）  
・宿泊者が分かる書類（宿泊者の氏名が記載された宿泊明細など）  
［そのうち航空賃が発生した場合に必要な書類］  
・搭乗日、経路、航空券価格が分かる書類（領収書、e チケットの控え、搭乗証明書、予約確認表等）  

＜助成事業者が旅行業者等と契約し旅行代金を支出した場合＞  
・銀行振込伝票（又は領収書）…助成事業者と旅行業者等の間で交わされたもの  
・支払金額の内訳が分かる書類（請求内訳書など）  

［そのうち宿泊費が発生した場合に必要な書類］※請求内訳書等により確認できる場合は省略可  
・宿泊者が分かる書類（宿泊者の氏名が記載された宿泊明細など）  
＜車賃が発生した場合＞  
・道路通行料金、駐車料金の領収書  
・移動経路及び移動距離が分かる資料  
＜タクシー代を支給した場合＞  
・必要その他やむを得ないことを示し、乗車区間を明示した理由書  
＜代表者等構成員が経営する企業等と契約した場合＞  
・徴取したすべての見積書  
＜外貨による支払いの場合＞  
・換算レートが分かる資料（外国為替計算書、両替計算書等）  

備品費消耗品費  

会議費  
ｽﾎﾟｰﾂ用具費  

・銀行振込伝票（又は領収書）  
・支払金額の内訳が分かる書類（請求内訳書など）  

［内訳が分かる書類で、確認が必要な項目]  
・購入した物（品名、規格など）  ・個数  ・単価  

・関係規程に定める「シンボルマーク」又は「ロゴマーク」等の表示が確認できるもの（スポーツ用具費等の場合）  
＜代表者等構成員が経営する企業等と契約した場合＞  
・徴取したすべての見積書  
＜外貨による支払いの場合＞  
・換算レートが分かる資料（外国為替計算書、両替計算書等）  
＜大型スポーツ用品の設置においてスポーツ用具費を購入した場合＞  
・入札又は見積り合わせの結果が確認できる書類、契約書（１００万円以上の契約の場合）、納品書、検収書（検査

調書）  
賃 金  ・銀行振込伝票又は振込が確認できる書類  

・作業日報  
・支払金額の内訳が分かる書類（給与明細、賃金台帳等）  

＜源泉徴収を行った場合＞  
・源泉徴収税払込書  

＜源泉徴収税の納期の特例を受けている場合＞  
・源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書  

※銀行振込の証拠として提出する伝票等には、依頼人（助成事業者）、振込先口座名義、取引日時、振込金額が明記されている必要があ

ります（振込伝票に代えて、それらが記載されていない口座預金通帳等を提出することはできません）。  
※現金払の証拠として提出する領収書等には、支払者（団体）名、支払金額、支払日、受領者名、受領者の印（サイン）、内容 
（品名・件名等）が明記されている必要があります。  
※インターネットバンキングにより銀行振込を行う場合は、銀行振込伝票として銀行振込画面を印刷して提出してください。  

  

【提出必須書類】 以下の書類については写しを提出してください。  

経理区分  実績（中間）報告時  
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借料・損料印刷

製本費通信運搬

費雑役務費保険

料  

・銀行振込伝票（又は領収書）  

・関係規程に定める「シンボルマーク」又は「ロゴマーク」等の表示が確認できるもの  

（印刷物等の場合）  

  

・支払金額の内訳が分かる書類（施設や請負業者からの請求内訳書等）  

［内訳が分かる書類で、確認が必要な項目]   会場借料  ・使用施設名 ・使用年

月日 ・単価 ・回数 ・使用時間 ・利用目的   物品借料  ・物品名 ・使用年月日 ・個

数 ・単価 ・利用目的  

  （※利用目的が請求内訳書等から読み取れない場合は、但書き等に記載すること。）   

印刷製本費 ・印刷物品名 ・部数 ・単価   通信運搬費 ・送付（運搬）物品名 ・個数 ・単価   

雑役務費  ・役務内容 ・役務内容積算内訳   保険料   ・保険期間 ・単価  

  

＜バス・車借料が発生し、併せて燃料代、道路通行料金、駐車料金が発生した場合＞  

・燃料代、道路通行料金、駐車料金の領収書  

  

＜通信運搬費のうち通信費が発生した場合＞  

・配布先内訳  

  

＜代表者等構成員が経営する企業等と契約した場合＞  

・徴取したすべての見積書  

  

＜栄養管理費が発生した場合＞  

・選手等の栄養管理を行っていることが分かる書類  

（栄養士から宿泊施設へ指示をしている資料等及びそれに対する実際のメニュー表等）  

  

＜外貨による支払いの場合＞  

・換算レートが分かる資料（外国為替計算書、両替計算書等）  

  

※銀行振込の証拠として提出する伝票等には、依頼人（助成事業者）口座名義、振込先口座名義、取引日時、振込金額が明記されている

必要があります（振込伝票に代えて、それらが記載されていない口座預金通帳を提出することはできません）。  
※現金払の証拠として提出する領収書等には、支払者（団体）名、支払金額、支払日、受領者名、受領者の印（サイン）、内容 

（品名・件名等）が明記されている必要があります。  
※業者に発注する際は、複数の見積比較を行い、選定理由を発注依頼の根拠として完了報告書と一緒に保存してください。  
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【必要に応じ提出】  

以下の書類は提出必須ではありませんが、団体において保管してください。  

（内容確認のため、提出を求める場合があります。）  

経理区分  実績（中間）報告時  

収入（全般）  ・収入の内訳が確認できる書類  

諸謝金  ・委嘱状（依頼文書）  

・承諾書  

・旅費等を併せて支払う場合は、支払金額の内訳が分かる書類  

・専門的知識・能力を有する者であることが分かる書類（職務経歴等）  

＜源泉徴収を行った場合＞  
・源泉徴収税払込書   

＜会議出席謝金を支給した場合＞  
・議事録（議事署名人の押印のあるもの）  

※上記赤字の証憑書類は令和 4 年度から任意提出となりましたので、必須書類の方からこち

らに転記しております。  

旅 費渡航費

滞在費  
・出張依頼（命令書）  

・出張報告書  

＜旅行会社等で切符等を手配した場合＞  

・見積書  

・契約書（１００万円以上の契約の場合）  

・納品書（同上）  

・検収書（検査調書）（同上）  

備品費消耗品費  

会議費  

ｽﾎﾟｰﾂ用具費  

・会議録  

（会議費のみ該当。日時、所要時間、場所、出席者、内容等が記載されたもの）  

・支給物（飲料等）の数量が確認できる書類（参加者名簿等）  

・見積書  

・納品書  

＜１００万円以上の契約の場合＞  

・契約書  

・検収書（検査調書）  

借料・損料印刷製本

費通信運搬費雑役務

費  

・見積書  

・納品書  

＜１００万円以上の契約の場合＞  

・契約書  

・検収書（検査調書）  
※100 万円以上の取引が発生する場合は、契約書を取り交わしてください。契約の相手方が債務を履行（調達物品を納入・役務を履

行）した場合は、納品書（役務にあたっては完了報告書）を受領し、契約書または仕様書に基づいて検収（検査調書の作成）を行ってくだ

さい。（スポーツ振興事業助成の会計処理の手引き参照）。  
※総合型地域スポーツクラブマネジャーやナショナルコーチ等が兼業・兼職の場合は、兼業・兼職先の従事時間と重複がないことを確認

するため、以下の書類の提出を求める場合があります。  

  

  

■兼業・兼職先の従事時間と重複がないことを証明する書類  

場合別  提出物  
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個人事業主の場合  ・確定申告書の控えの写し…無い場合は、所得証明書の原本  

・兼業・兼職先の従事時間が分かる記録簿（タイムカード等）  

・議事録…理事会等において、上記の兼業・兼職先の従事時間が分かる記録簿  

（タイムカード等）と助成  

被雇用者の場合  ・所得証明書の原本  

・兼業・兼職先の勤務時間・勤務日等が分かる記録簿（タイムカード等）  

・雇用契約書…賃金・勤務時間・勤務日等が確認できるもの  

・勤務証明書…下記の記載事項、公印（社印）の押印があるもの。様式は任意  

 [必要な記載事項]  被雇用者氏名、就業（採用）年月日、従事内容、役職、勤務場所、

出勤曜日、  勤務時間、法人住所、法人代表者名  

役員の場合  ・役員が、職員を兼ねていない場合…個人事業主の場合と同様  

・役員が、職員を兼ねている場合 …被雇用者の場合と同様  

【収支簿の記入について】  
  

『対象経費』『うち限度額』・『限度額との差』・『対象外経費』について  

 
  

  

『対象経費』  

「Ⅹ.対象経費の基準（上限）額等」に記載されている科目にかかる対象経費  

  

『うち限度額』  

「Ⅹ. 対象経費の基準（上限）額等」に記載されている対象経費の上限額  

  

『限度額との差』  

対象経費となる科目にかかる経費において、限度額を超えているため、自己負担となる金額  

  

   

例：ホテルへ宿泊費 34,000 円（内訳 1 人 15,500 円×2 泊、昼食代 1,500 円×2 泊分）を支払った場

合  

 支出額   34,000 円（ホテルへ支払った額）  

 対象経費 31,000 円（昼食代 2 日間分の 3,000 円除く）  

 うち限度額（上限額内）⇒24,000 円  

（「Ⅹ.対象経費の基準（上限）額等」宿泊費の上限額 12,000 円×2 泊分）  

  

以上を入力すると、自動で算出されます。  

 限度額との差（対象経費だが上限額を超えた分）⇒7,000 円  

 対象外経費（昼食代：元々対象外のもの）⇒3,000 円  

  

（まとめ）  

対象経費－うち限度額（対象経費の基準(上限)）＝限度額との差  

例：宿泊費の対象経費 31,000 円－うち限度額 24,000 円＝限度額の差 7,000 円  
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『対象外経費』  

対象経費として計上できない経費です（例：切手・はがき代・メール便、電信電話料等）  

「限度額との差」も「対象外経費」も、「ＪＰＣ補助金収入（助成金相当額）」には含まれません。  

「限度額との差」と「対象外経費」の合計が、「自己負担」となります。  

  

  

【収入を返金する場合】  

 

徴収した参加費を精算後に返金する場合は、収入欄にマイナス計上してください。  

  

【支出を返金する場合】  

 

キャンセル等により返金があった場合は支出のマイナス計上でご入力ください。  

その際、①返金の経緯が分かる理由書、②宿泊先等取引先から発行される返金の流れが分かる書

類、③返金（入金）の確認ができる通帳の写しをご提出ください。  

【JSC 審査結果通知について】  

  

JSC から発行される審査結果通知の見方について、ご参照ください。  

  
  

  
  

  
  




